
- -1

食
品
安
全
基
本
法
案
（
抜
粋
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
十
条
）

第
二
章

施
策
の
策
定
に
係
る
基
本
的
な
方
針
（
第
十
一
条
―
第
二
十
一
条
）

第
三
章

食
品
安
全
委
員
会
（
第
二
十
二
条
―
第
三
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
科
学
技
術
の
発
展
、
国
際
化
の
進
展
そ
の
他
の
国
民
の
食
生
活
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
適
確
に

対
応
す
る
こ
と
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団

体
及
び
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
並
び
に
消
費
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
策
定
に
係
る
基
本
的
な
方

針
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
食
品
」
と
は
、
す
べ
て
の
飲
食
物
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
規

定
す
る
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
認
識
）

第
三
条

食
品
の
安
全
性
の
確
保
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
国
民
の
健
康
の
保
護
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
基
本
的

認
識
の
下
に
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
食
品
供
給
行
程
の
各
段
階
に
お
け
る
適
切
な
措
置
）

第
四
条

農
林
水
産
物
の
生
産
か
ら
食
品
の
販
売
に
至
る
一
連
の
食
品
供
給
の
行
程
（
以
下
「
食
品
供
給
行
程
」
と
い
う
。
）
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に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
食
品
の
安
全
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保

は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
食
品
供
給
行
程
の
各
段
階
に
お
い
て
適
切
に
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
の
健
康
へ
の
悪
影
響
の
未
然
防
止
）

第
五
条

食
品
の
安
全
性
の
確
保
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
国
際
的
動
向
及
び
国
民

の
意
見
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
品
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
る
国
民

の
健
康
へ
の
悪
影
響
が
未
然
に
防
止
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
責
務
）

第
六
条

国
は
、
前
三
条
に
定
め
る
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の

っ
と
り
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
七
条

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま

え
て
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を

有
す
る
。

（
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
）

第
八
条

肥
料
、
農
薬
、
飼
料
、
飼
料
添
加
物
、
動
物
用
の
医
薬
品
そ
の
他
食
品
の
安
全
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る

農
林
漁
業
の
生
産
資
材
、
食
品
（
そ
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
農
林
水
産
物
を
含
む
。
）
若
し
く
は
添
加
物
（

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
加
物
を
い
う
。
）
又
は
器
具
（
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
器
具
を
い
う
。
）
若
し
く
は
容
器
包
装
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
容
器
包
装
を
い
う
。
）
の
生
産

、
輸
入
又
は
販
売
そ
の
他
の
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
（
以
下
「
食
品
関
連
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
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と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
自
ら
が
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
し
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
て
、
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
食
品
供
給
行
程
の
各
段
階
に
お
い
て
適
切
に
講
ず
る

責
務
を
有
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
関
連
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は

、
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
食
品
そ
の
他
の
物
に
関
す
る
正
確
か
つ
適
切
な
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
関
連
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
国
又
は
地

方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

第
九
条
～
第
十
条

（
略
）

第
二
章

施
策
の
策
定
に
係
る
基
本
的
な
方
針

（
食
品
健
康
影
響
評
価
の
実
施
）

第
十
一
条

食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
人
の
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る

生
物
学
的
、
化
学
的
若
し
く
は
物
理
的
な
要
因
又
は
状
態
で
あ
っ
て
、
食
品
に
含
ま
れ
、
又
は
食
品
が
置
か
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
も
の
が
当
該
食
品
が
摂
取
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
評
価
（
以
下
「
食
品
健
康
影
響

評
価
」
と
い
う
。
）
が
施
策
ご
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
施
策
の
内
容
か
ら
み
て
食
品
健
康
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
が
明
ら
か
に
必
要
で
な
い
と
き
。

二

人
の
健
康
に
及
ぼ
す
悪
影
響
の
内
容
及
び
程
度
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
。

三

人
の
健
康
に
悪
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
し
、
又
は
抑
制
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
場
合
で
、
あ
ら
か
じ
め
食
品
健
康

影
響
評
価
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
と
き
。

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
後
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
、
食
品
健
康
影
響
評
価
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

前
二
項
の
食
品
健
康
影
響
評
価
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
到
達
さ
れ
て
い
る
水
準
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
、
客
観
的

か
つ
中
立
公
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
国
民
の
食
生
活
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
に
基
づ
い
た
施
策
の
策
定
）

第
十
二
条

食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
食
品
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
に
悪

影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
し
、
及
び
抑
制
す
る
た
め
、
国
民
の
食
生
活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
前

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
食
品
健
康
影
響
評
価
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
が
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
～
第
十
九
条

（
略
）

第
三
章

食
品
安
全
委
員
会

（
設
置
）

第
二
十
二
条

内
閣
府
に
、
食
品
安
全
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
二
十
三
条

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

二

次
条
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
自
ら
食
品
健
康
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
講
ず
べ
き
施
策

に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
を
通
じ
て
関
係
各
大
臣
に
勧
告
す
る
こ
と
。

四

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
ら
れ
る
施
策
の
実
施
状
況
を
監
視
し
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
通
じ
て
関
係
各
大
臣
に
勧
告
す
る
こ
と
。

五

食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

六
～
八

（
略
）
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２

委
員
会
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
食
品
健
康
影
響
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
関
係
各
大
臣
に
対
し

て
、
そ
の
食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

４

関
係
各
大
臣
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
基
づ
き
講
じ
た
施
策
に
つ
い
て
委
員
会
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
）

第
二
十
四
条

関
係
各
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会

が
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
又
は
関
係
各
大
臣
が
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

食
品
衛
生
法
第
四
条
第
二
号
た
だ
し
書
（
同
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
人
の
健
康
を
害
う
虞
が
な
い
場
合
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
法
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
販
売
の
禁
止
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
、
同
法
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
を
制
定
し
、
若
し
く
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
法
第
六

条
に
規
定
す
る
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
法
第
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二

十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
法
第
十
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
基
準
若
し
く
は
規
格
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
同
法
第
十
九
条

の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
定
規
格
を
設
定
し
、
変
更
し
、
若

し
く
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
農
薬
を
指
定
し
、
若
し
く
は
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
又
は
同
法
第
三
条
第
二
項
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
基
準

（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
除
く
。
）
を
定
め
、
若
し

く
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

（
以
下

略
）


